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はじ めに  

地域未来創造総合補助金の交付に関する事務処理については、「大分県補助金等交付規則」
（昭和４３年４月１日大分県規則第２７号）、「補助金等交付規則の施行について」（昭和４
３年４月１日付会）及び地域未来創造総合補助金に係る交付要綱、実施要領、Ｑ＆Ａ、各種通
知により適正に事務処理がなされているところです。今回、事務処理の一層の省力化・効率
化・適正化を図るため、各事務処理のステップ毎における留意点等をとりまとめ、当該事務処
理を行う上での参考となるよう「地域未来創造総合補助金マニュアル」として整備したもので
す。 

地域未来創造総合補助金は、大分県が交付する補助金の一つです。そのため、本補助金の運
用にあたっては、大分県補助金等交付規則が適用され、その規定が交付要綱等よりも優先され
ます。規則は、会計局の審査・指導室が所管するため、その解釈については、審査・指導室が
行います。規則を解説した研修テキスト「補助金」についても同様です。一方、規則以外の総
合補助金の交付要綱、実施要領、Q&A、マニュアル、財産処分承認基準等については、おおい
た創生推進課が策定しており、その解釈等を行います。解釈にあたり不明な点があれば、関係
法令などをよく調べた上、おおいた創生推進課に連絡ください。 
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手続 きの流れ  

    

② 採 択 申 請 〜 決 定 

③ 交 付 申 請 〜 決 定 

④ 事 業 実 施 

⑥ 実 績 報 告 〜 額 の 確 定 

⑧ 支 払 後 の 諸 手 続 

⑤変更認申請〜決定 

⑦ 支 払 い 

① 事 前 相 談 

高額ハード整備事業審査 

建築審査 

※該当する場合のみ 

※該当する場合のみ 
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①事 前相談  

１ ． 事 業 実 施 主 体 と な る こ と が で き る 者  

 要綱別表１に規定されている者が事業実施主体となることができます。 
 ただし、宗教団体や暴力団関係者は事業実施主体となることができません。相手方に必ず確
認するようにしてください。 
 

２ ． 補 助 対 象 と な る 事 業  

 補助対象事業の要件は、要綱別表１にあるとおりです。 
総合補助金は、地域の活性化につながる取組みについて支援を行う補助金ということを念頭

に置き、趣旨に沿った取組みかどうか判断してください。 

 

３ ． 補 助 対 象 経 費 、 補 助 対 象 外 経 費  

補助対象経費及び補助対象外経費については、それぞれ要綱別表１及び別表２に定めるとお
りです。 

補助金の対象事業は、交付決定を受けた取組であり、かつ、交付決定通知日以降に契約手続
に着手（地方公共団体に準じた業者選定、発注、契約、納品、施工、代金支払等）したものに
限ります。 

補助事業者が行う事業費のうち、補助対象経費として算入できる経費のうちどの部分を補助
対象経費に算入するかは、補助事業者の自由となります。 

 
補助対象経費について特に注意すべき事項は以下の通りです。 
（原材料および副資材の購入に要する経費） 

・年度内に使用するものに限るため、使用状況について確認ください。 
※年度内に販売して収入が見込める場合は、原材料や副資材は対象外です。 
 

（車両関係） 
 車両購入に関しては、当該年度に係る経費は補助対象となりますが、次年度以降 にかかる
経費も含まれる場合や法定費用は補助対象外とします。 

・対象経費・・・車両購入費、検査登録・車庫証明手続代行費用、納車費用等 
・対象外経費・・重量税、自賠責保険、登録手数料、リサイクル料等 
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４ ． 相 談 者 に 必 ず 伝 え る べ き こ と  

 ・総合補助金は、貴重な税金を財源としていることから、補助金の目的に沿って適切に事業
を行う必要があり、競争入札の実施など県の規則に準じて公正公平に事業を実施しなければ
ならないということ。 

 ・交付決定を受けた取組みは、原則年度内に完了する必要があるなど、交付要綱・実施要領
等に守っていただく規定が記載されており、それを守れなかった場合は、補助金の交付がさ
れないことや加算金を付加した補助金の返還、県への補助相当額の納付が発生することがあ
るということ。 

 ・補助事業完了後も継続して実施することを前提に交付決定を受けた事業について、補助事
業完了の翌年度から 5 年未満で事業を中止・廃止する場合は、補助金を原則全額返還する必
要があること。 

 ・消費税等仕入控除税額確定後の消費税等仕入控除税額確定報告書の提出や財産処分の承認
等、補助対象事業を行った年度だけでなく、将来に亘って守っていただかなければいけない
規定があるということ。 
・事前協議の時点で、補助金の対象とならないことが明らかである場合については、その旨
を明確に伝えること。 
・市町村において、要綱別表１に定める地域未来創造枠における補助対象事業(2)の採択申請
を行う場合、市町村内で観光・地域振興・文化財等の関連部局で十分協議の上、申請を行う
よう伝えること。 
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②採 択申請〜 決定  

１ ． 必 要 と な る 書 類  

 「地域未来創造総合補助金チェックリスト」によりチェックを行い、別紙様式１「採択検討
票」により事業内容の検討を行ってください。 

採択申請では、その事業の取り組み内容に対して支援の可否を判断することになります。 
見積書等の会計書類が準備できる場合は採択申請書に添付するのが望ましいですが、カタロ

グ等価格の参考になるものでも構いません。 

２ ． 個 別 事 項  

 【 建 築 審 査 依 頼 に つ い て 】  

大分県契約事務規則第 33 条に定める金額に該当する事業のうち、建築工事については工事発
注前に適正に設計されているかの「設計審査」及び適正に工事が行われたかの「竣工審査」を
土木建築部に依頼する必要があります。 

「設計審査」の結果をもって交付決定を行い、「竣工審査」の結果をもって額の確定を行う
ことになりますので、それぞれに間に合うようにスケジュールを組んでください。 

詳細な手続きは設計審査依頼の手続きについてのとおりです。 

 

【 指 定 管 理 施 設 の 改 修 に つ い て 】  

総合補助金を活用して市町村施設の改修を指定管理者が行う事例があります。本来的には市
町村有施設であり、市町村が実施すべき事業とも判断できます。そのため、真に地域活動につ
ながる事業になっているかをよく見極めてください。また、市町村と改修に関する協議ができ
ているか、財産を処分する場合については財産処分承認基準に基づいた手続きが必要となるこ
とを把握しているか等について確認し、改修後の所有権について、市町村と指定管理者連名
で、書面にて提出させてください。 

 

【 広 域 事 業 に つ い て 】  

振興局をまたがる地域での事業(広域ツーリズム事業)は、事業執行の多い振興局がとりまと
める、振興局内で行われる事業のみをお互いで実施する、おおいた創生推進課が実施する、と
いった対応が考えられますので、振興局及びおおいた創生推進課で協議のうえ対応方法を決定
することとなります。   
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【 高 額 ハ ー ド 整 備 事 業 に か か る 審 査 依 頼 に つ い て 】  

以下に該当する事業については、補助事業者の財務健全性に関して、おおいた創生推進課あ
て審査依頼を行う必要があります。審査の結果を参考に、採択の判断を行ってください。 

（審査対象事業） 

 ○対象事業者：市町村以外 

○対象事業 ：補助金額 10,000 千円以上のハード事業※ 

  ※補助対象経費のうち備品購入費及び工事請負費に係る補助金額の合計額が 10,000 千円以上となる事業 

（必要書類） 

 〇要領３（１）に定める申請書類 

 ○３期分の決算書 

○法人税確定申告書類 

○勘定科目明細 

○月次試算表  

○その他おおいた創生推進課が必要と認める追加書類 

（手続） 

①該当案件があれば、振興局はおおいた創生推進課あて書類提出 

②おおいた創生推進課は専門家あて審査依頼 

③おおいた創生推進課は審査結果を振興局あて送付 

④振興局長は審査結果を参考に採択を判断   

【収入】※補助率 1/2 
補助金額  10,000 千円 
自己資金  10,000 千円 

    計  20,000 千円 
【支出】 
 工事請負費 10,000 千円（補助金額 5,000 千円） 

備品購入費 10,000 千円（補助金額 5,000 千円） 
    計  20,000 千円 
 

▼ 
工事請負費・備品購入費にかかる補助金額の合計が 
10,000 千円(≧10,000 千円)であるため審査対象 

○審査対象○ 

【収入】※補助率 1/2 
補助金額  10,000 千円 
自己資金  10,000 千円 

    計  20,000 千円 
【支出】 
 工事請負費  2,500 千円（補助金額 1,250 千円） 

備品購入費 2,500 千円（補助金額 1,250 千円） 
委 託 料 15,000 千円（補助額 7,500 千円） 

    計  20,000 千円 
▼ 

工事請負費・備品購入費にかかる補助金額の合計が 
2,500 千円(＜10,000 千円)であるため審査対象外 

×審査対象外× 

審査対象事業具体例 
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③交 付申請〜 決定  

【 端 数 処 理 に つ い て 】  

 補助金額は千円単位とし、端数は切り捨てるものとします。 

 

１ ． 必 要 と な る 書 類  

 「地域未来創造総合補助金チェックリスト」によりチェックを行ってください。 

【 会 計 証 拠 書 類 に つ い て 】  

  金額や内容により必要な会計証拠書類が異なります。以下一覧及び「地域未来創造総合補助
金チェックリスト」を参考にしてください。 

 仕様書又は設計書 参考見積書 
業者選定理由書 
（任意様式） 

※補助事業者作成 

随意契約同意理由書 
※振興局作成 

土木建築部竣
工審査結果 

賃金 
報償費 
旅費 

積算書類 不要 不要 

需用費 
(単価 10 万円未満) 

場合による 
（印刷物は配布計画要） 

300 万円超：複数事業者から徴収 

場合による 不要 300 万円以下 3 万円超：1 社以上
から徴収 

3 万円以下不要 

役務費 場合による 

200 万円超：複数事業者から徴収 

場合による 不要 200 万円以下 3 万円超：1 社以上
から徴収 

3 万円以下不要 

委託料 要 
200 万円超：複数事業者から徴収 

場合による 不要 
200 万円以下：1 社以上から徴収 

使賃料 場合による 

150 万円超：複数事業者から徴収 

場合による 不要 150 万円以下 3 万円超：1 社以上
から徴収 

3 万円以下不要 

備品 
(単価 10 万円以上) 

場合による 
300 万円超：複数事業者から徴収 

場合による 不要 
300 万円以下：1 社以上から徴収 

工事請負 要 
400 万円超：複数事業者から徴収 

場合による 
400 万円超要 

※建築工事のみ 
※交付決定決裁に添付 400 万円以下：1 社以上から徴収 

負担金 積算書類 不要 不要 

※複数業者とは 

 ・本業として業務又は商品を取り扱う者 

 ・うち一つは地方自治体、国の入札参加資格を取得している者 
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【 見 積 書 に 記 載 す べ き 事 項 及 び 注 意 点 】  

 見積書は以下事項をすべて満たしている必要があります。 
   □宛名が補助事業者名になっているか 
   □日付が交付申請日以前になっているか 
   □見積書に有効期限が記載されている場合、有効期限切れになっていないか  
   □商号が記載されているか 
   □代表者名が記載されているか 
   □会社所在地が記載されているか 
   □担当者氏名が記載されているか（代表者が担当者である場合も必要です） 
   □担当者連絡先が記載されているか（会社連絡先と同一である場合も必要です） 
   

【 会 計 証 拠 書 類 の 押 印 に つ い て 】  

 上記事項を全て満たす会計証拠書類であれば書類の真正さを担保できますので、押印省略可
能です。ただし、書類に疑義がある場合は実地調査を行い、その調査内容を記録してくださ
い。 
 

２ ． 個 別 事 項  

【 他 補 助 金 と の 併 用 に つ い て 】  

国の補助金や交付金を同じ補助対象経費に充てることはできません。総合補助金の補助対象
経費と他補助金の補助対象経費を明確に区分してください。 

市町村補助金についても、原則補助対象経費を明確に区分してください。ただし、市町村を
通した間接補助等県と市町村で協調して支援する場合を除きます。 

 

【 入 札 に つ い て 】  

地方公共団体の契約手続きに準じることとし、大分県契約事務規則第３３条に定める金額以
上の契約・発注を行う場合には、一般競争入札等の競争性のある契約方法により業者を選定す
る必要があることを説明してください。 

 
（入札が必要となる金額）※全て１契約又は見積あたりの金額  

役務費 
200 万円超 

委託料 
使賃料 150 万円超 
需用費 

300 万円超 
備品 

工事請負 400 万円超 
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補助事業の内容は、県の交付決定後に実施しなければなりません。補助事業に工事が含まれ
入札を行う場合には、「公告」→「開札」→「契約」といった手順を経ますが、補助事業者に
契約義務が生じてくる「開札」より前に県の交付決定を受けなければならないので、入札を行
う補助事業者にその旨を事前に説明してください（県の交付決定前に公告までは行える）。 

入札手続きの流れは以下のとおりです。 
①契約内容及び条件（仕様書）の設定 

工事内容や物品規格など、発注予定の契約概要を決定します。 
・施設整備や大規模な建設工事については、仕様書作成に専門的な知識が必要になるた
め、設計事務所等に委託します。 

 ・物品購入については、特定の銘柄に限定せず、他メーカーの同等品で対応できるか検討
します。 

②予定価格（契約金額を決定する基準として、入札前に設定する価格）の決定 
①で設定した仕様書をもとに、複数の業者から参考見積書を徴収して、市場価格の調査を
行います。その市場価格と予算をベースに、契約金額の基準＝予定価格を定めます。 

③予定価格調書の作成 
②で決定した金額を書類として作成します。契約責任者が作成した予定価格調書は、作成
者本人以外に漏れることがないよう封入して、金庫など施錠できる場所で厳格に保管して
ください。 

④公告（入札の発注情報を公開） 
発注内容や入札参加条件などを事務所ホームページや掲示板等に掲示して公開します。公
告から入札までの期間が短すぎると、入札参加者を集めることができないおそれがありま
す。入札日の前日から起算して１０日以上前に公告します。 

⑤入札説明書及び質問への対応 
公告の内容だけでは十分な説明ができないため、原則として図面や資料などを添えた説明
書を入札参加希望者に交付します。 
その後、入札参加希望者からの質問の受付期間を設けます。受け付けた質問に対する回答
は、全ての入札参加希望者にホームページやＦＡＸ等で公表します。 

⑥入札 
入札を実施します。 
⑦開札 
開札を実施します。落札者の決定。 
その他入札手続きの詳細は「地域活力づくり総合補助金入札事務の手引き」を参照してくだ

さい。 
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【 事 業 内 収 入 に つ い て 】  

補助事業期間内に補助事業によって生じる収入がある場合は、補助対象経費からその収入の額
を差し引いた額で補助金額を算出してください。ただし、例えばゲストハウス建設事業に対し
て補助した場合、建設後（補助事業終了後）補助事業者がゲストハウスを運営するに当たって
得た収入に応じて補助事業者が得る収益を補助対象経費から差し引く必要はありません。 
 なお、協賛金やクラウドファンディングについては、自己資金として取扱うことができます
が、想定より多額の協賛金等が集まり収入超過となる場合等は補助金の減額が必要となりま
す。例えば、「事業費 200 千円＝協賛金 100 千円+補助金 100 千円」という内容で交付決定を
受けた事業において協賛金が 150 千円集まった場合、50 千円の収入超過となるため補助金額
を 50 千円以上減額する必要があります。 
 また、国には収益納付（補助金が一企業の利益になるということは好ましくないという考え
方から、補助事業が完了した後５年間において、一定以上の収益が認められた場合には、交付
された補助金の額を上限として収益の一部を納付するルール）がありますが、県としては今の
ところその考えはないので、考慮する必要はありません。 
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【 随 意 契 約 に つ い て 】  

 大分県契約事務規則第３３条に定める金額以上の契約・発注を行う場合は一般競争入札によ
り業者を選定することが原則ですが、随意契約せざるを得ない特段の理由がある場合は随意契
約が可能です。（平成 31 年 4 月 22 日付地活第 115 号）その場合は補助事業者に業者選定理由
書（任意様式）を提出させ、随意契約同意理由書（別紙様式２）により同意してください。 

以下「随意契約取扱通知」 
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【 市 町 村 を 通 し た 間 接 補 助 に つ い て 】  

総合補助金は、当該地域の取組に対して支援を行うもので、市町村としても少なからず利益
を受ける側面があることから、市町村にもその負担をさせることが望ましく、市町村を通じた
間接補助を行うこともできるようになっています。 
 間接補助における県の最大補助額は、市町村補助額の 1/2 以内かつ補助対象経費の 1/3 以内
となっているのでご注意ください（地域創生枠の場合）。ここでの市町村補助額は、県の負担
額と合わせて市町村が間接補助事業者へ補助する額のことを言います。 
 なお、緊急を要するなどのやむを得ない理由があれば直接補助を行うこともできます。この
場合の補助率は間接補助の場合と同様です。 
例 1）補助対象経費 900 千円、市補助額 600 千円の場合：県補助額 300 千円 
  （900 千円/3＝300 千円 600 千円/2＝300 千円） 
 
 
 
 
例 2）補助対象経費 900 千円、市補助額 900 千円の場合：県補助額 300 千円 
  （900 千円/3＝300 千円 900 千円/2＝450 千円） 
 
 
 
 
 
例３）補助対象経費 900 千円、市補助額 450 千円の場合：県補助額 225 千円 
  （900 千円/3＝300 千円 450 千円/2＝225 千円） 
 
 
 
 
 また、事業完了時点の考え方についても注意が必要です。詳細は【補助事業完了の考え方に
ついて】のとおりです。 

 

【 建 築 審 査 依 頼 に つ い て 】 （ 再 掲 ）  

採択申請〜決定 【建築審査依頼について】と同様です。「設計審査」の結果をもって交付
決定を行ってください。 

 
 

県補助額 
300 千円 

（市補助額 600 千円の内数） 

市補助額 
600 千円 

補助対象経費 
900 千円 

県補助額 
225 千円 

（市補助額 450 千円の内数） 

補助対象経費 
900 千円 

市補助額 
450 千円 

補助対象経費 
900 千円 

市補助額 
900 千円 

県補助額 
300 千円 

（市補助額 900 千円の内数） 
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【 消 費 税 の 取 扱 ・ 消 費 税 等 仕 入 控 除 に つ い て 】  

補助事業者が市町村以外で、補助対象事業費から消費税相当額を除いても補助金の額に変動
がない場合（県とのやりとりにより補助金額を定額としている場合や補助上限額まで補助して
いる場合等）については、補助対象経費から消費税を除いた額で申請させてください。 
 消費税等仕入控除税額を含めた補助金交付を望んだ事業者が、消費税等の申告により、消費
税等仕入控除税額が確定した場合、その額を速やかに県振興局長に報告するとともに、当該金
額を返還する手続きが必要になります。 
 したがって、補助事業者が課税事業者であって消費税等の申告をすることが明らかな場合に
は、消費税等仕入控除税額を差し引いた金額で交付申請を行ってください。 
 消費税等仕入控除税額を発生させないようにする場合や耐用年数を経過する前に財産の処分
を考えている場合などについては、補助対象経費から除外するといったことも考えらますの
で。補助事業者に対して、補助対象経費に算入することによりどのような影響があるかを十分
に説明し、補助事業者に補助対象経費に算入するかどうか判断してもらってください 

対象経費に消費税を含めた場合で、消費税等仕入控除税額が確定した場合については、交付
要綱の規定により消費税等仕入控除税額確定報告書により報告し、その額を返還しなければな
りません。 
  

【 複 数 年 支 援 に つ い て 】  

 総合補助金は、複数年の支援を行うことにより、地域活性化に向けた取り組みとして定着
し、地域への波及効果が見込まれる事業については、複数年支援を行うことができます。（要
領４）なお、補助限度額は複数年度全体に対して適用されますので注意してください。（例：
地域創生枠の場合、補助限度額は３年間で３０，０００千円）ただし、地域創生枠の特認事業
及び地域未来創造枠における補助限度額は単年度ごとに対して適用されます。 
  

【 チ ラ シ 等 の 印 刷 物 を 作 成 す る 場 合 に つ い て 】  

印刷物を何部作成し、どのように配布等するのかを明確にする必要があります。添付書類は
以下の通りです。 

交付申請：印刷物の配布計画（配布先、配布数量等） 
 実績報告：印刷物の配布実績（配布先、配布数量等） 
 
 
 

【 需 用 費 ・ 備 品 に つ い て 】  
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 物品が需用費に該当するか、それとも備品に該当するかについては大分県会計規則運用通知
に従うこととし、基本的に単価が税込 10 万円未満の物品は需用費、単価が税込 10 万円以上の
物品は備品として取扱います。 

備品は単価が税込 10 万円以上となるため、見積合わせや入札等の価格競争、財産管理台帳の
整備が必須となりますので注意してください。 

  

【 起 業 化 支 援 に つ い て 】  

 必要に応じて起業化支援サポートチームを活用してください。 
 具体的な手続き等詳細は「地域未来創造総合補助金「起業化支援サポートチーム」取扱要
領」を参照してください。 
 

【 特 定 地 域 づ く り 事 業 協 同 組 合 制 度 に か か る 取 組 に つ い て 】  

 要綱別表１に定める地域創生枠における特認事業 (3)補助対象事業(6) その他、特に住民福
祉の向上や地域活性化につながると振興局長が認める取組のうち、特定地域づくり事業協同組
合制度にかかる取組(国交付金が活用可能であり市町村が助成しているもの)であって、国交付
金の交付対象となっているものについては、収支予算書(第３号様式の１又は第３号様式の２)
の詳細を記載した資料として、「特定地域づくり事業推進交付金交付要綱」で定める様式第１
号別紙１及び別紙２を添付してください。会計証拠書類は不要です。 
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④事 業実施  

１ ． 状 況 確 認 に つ い て  

 定期的に補助事業者への連絡や現地確認等を行い、補助事業の進捗を確認するようにしてく
ださい。変更申請の必要がある場合は適切に処理してください。 

また、年度内の事業完了が原則ですので、適時相談に乗るように心掛けてください。交付要
綱の規定により補助事業者に状況報告を求めることもできます。 
 万が一、やむを得ない事由により年度内に完了しないおそれが生じた場合はすみやかに事故
報告書を提出させ、場合により事業中止や来年度への延期、繰越等適切に処理してください。 
 

２ ． 成 果 物 管 理 に つ い て  

補助事業として商品開発や宣伝広告等を行う場合には、その実施状況の確認資料や成果物
（試作品や新商品、宣伝用パンフレット、チラシ等）の保管・活用を適切に行ってください。 

 補助対象物件や実施状況、成果物等が十分に確認できない場合には、補助金を交付できない
ことがあります。 
 

３ ． 発 注 先 と の 会 計 処 理 に つ い て  

契約の相手方とは、原則、書面（契約書又は請書）により契約を締結してください。契約の
相手方への支払は、原則として金融機関からの口座振込など、客観的に支払いが確認できる方
法により行ってください。特に 1 件 1０万円以上の支払いは客観的に支払いが確認できる方法
が必須です。やむを得ず現金払いを行う場合には、領収書等の支出証拠書類を必ず徴し、保管
してください。 

補助事業に係る経費と、補助事業以外の経費の混合や相殺支払は、行わないでください。経
費の区分を明確にするため、できる限り補助事業専用の通帳を作成してください。 
手形の裏書き譲渡（回し手形）による支払はできません。 
 

４ ． 書 類 の 管 理 に つ い て  

補助金の使途を明確にするため、補助事業に係る帳簿類や支出証拠書類は、補助事業以外に
係る帳簿類と区別して整備・保管してください。 
補助対象物件の納入や補助対象経費の支払状況が書類により確認できない場合は、補助金を交
付できません。十分に注意してください。補助対象物件やサービス等の支払ごとに、その納
入・完了実績の確認や証拠書類を整備してください。具体的には、納入・支払の明細（品名、
規格、数量、単価等）が確認できる書類（例えば、見積書、契約書、納品書、請求書等）を整
備してください。 



16 
 

⑤変 更承認申 請〜決定  

１ ． 変 更 承 認 申 請 が 必 要 な 場 合  

 要綱に記載のとおりですが、まとめると以下の通りです。 
 ○補助金額に変更が生じる場合は必ず変更交付申請が必要です。ただし、価格競争を行った

結果又は単なる数量の減少等実績に伴う結果で、内容に一切の変更がない減額の場合は変
更交付申請と実績報告をまとめて実施可能です。（減額確定） 

 ○補助金額に変更が生じない場合でも、以下に該当する場合は変更交付申請が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記以外の軽微な変更がある場合、変更承認申請は不要ですが、協議録等の書類を残すよう
にしてください。口頭での承認は後でトラブルになる元ですので、災害時など緊急事態以外は
しないでください。そもそも交付決定した当初の内容で事業が実施されるべきであり、入札等

補助の交付目的に反する事業内容の変更 

場所・構造・規模・工法・機械種類・研修科目の変更及び事業量の３０％超の減少等 

補助対象経費 

補助対象経費 

補助金額 補助金額 

30 

％超 

増 

補助対象経費の３０パーセント超の増減 ２ 

（例） 

補助対象経費 

補助対象経費 

補助金額 補助金額 

減 

30 

％超 

補助対象経費の費目間における流用で、いずれか少ない額の３０パーセント超の増減 

（例） 

50％増 

需用費 

使賃料 

流用前 流用後 

50 

20 

40 

30 

20％減 

10 流用 

Ⓑ Ⓐ 

合計 70 70 

流用元・先のいずれか少ない額が A 

30％を超えて増減しているため変更必要 B 

１ 

３ 
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による金額の減等の補助事業者の責めに期さない変更が生じるのは仕方がありませんが、それ
以外の変更が生じるのは、補助事業者の当初の事業計画の精査が甘かったと言わざるを得ませ
ん。また、事業採択時において、変更が予見できたのであれば、採択した部署としても責任が
あるということです。相談のない仕様の変更等については、補助対象から外す等厳しく対処す
ることも検討してください。 

２ ． 額 の 減 額 確 定 に つ い て  

価格競争を行った又は単なる数量の減少等実績に伴う結果で、内容に一切の変更がない減額
の場合は額の減額確定が可能です。 

減額確定を行う場合は、実績報告書に変更承認申請の旨記載し、額の確定通知書には変更交
付決定である旨及び補助条件を記載してください。変更決定を額の確定と同時に行うこととな
るので、必ず年度内に行ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

３ ． 必 要 と な る 書 類  

 「地域未来創造総合補助金チェックリスト」によりチェックを行ってください。 

減額確定のイメージ 

（5,000 千円） 

補助金額 
（2,500 千円） 

（4,000 千円） 

補助金額 
（2,000 千円） 

補助対象経費 

補助対象経費 

減 

価格競争 

や実績 

により 

※価格競争を行った又は単なる数量の減少等
実績に伴う結果で、内容に一切の変更がな
い減額が対象（必ず年度内の処理が必要） 

 従ってその他の要因による減額は対象外＝
通常通り別途変更承認申請・決定が必要 

書類手続きのイメージ 

【補助事業者】 

変更承認 実績報告 

実績報告書 
(変更承認の旨併記） 

【県】 

変更決定 額の確定 

額の確定通知書 
(変更決定の旨・補助条件併記) 

※要件を満たす場合、補助事業者は変
更承認と実績報告をまとめて行い、
県は変更交付決定と額の確定をまと
めて行うイメージ 
従って変更交付申請・決定の手続き
を省略できるわけではない 
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⑥実 績報告〜 額の確定  

１ ． 提 出 期 限  

補助事業が完了した日から３０日、又は翌年度の４月２０日のいずれか早い月日までに、実
績報告を提出させてください。 

【 補 助 事 業 完 了 の 考 え 方 に つ い て 】  

直接補助と間接補助により事業完了の考え方が異なるので注意してください。 
（直接補助）※県が補助事業者に直接補助する場合 

補助事業者から発注先等に対する支払がされていなくても、補助事業が事実上完了した時点
をもって事業完了となります。 
（間接補助）※県が市町村を通して間接補助事業者に間接補助する場合 
 補助事業の内容は、間接補助事業者に対して間接補助金を交付することです。したがって、
間接補助事業が事実上完了し、補助金の額が確定し、かつ補助事業者（市町村）が間接補助事
業者（事業主体）に対して間接補助金を交付した時点（額の確定及び間接補助金の交付が完了
した時点）をもって事業完了となります。したがって、補助事業者（市町村）は事業期間内に
間接補助事業者（事業主体）への額の確定及び間接補助金の支払いを完了する必要がありま
す。 

【 国 庫 が 充 当 さ れ る 場 合 の 事 業 完 了 に つ い て 】  

 総合補助金の財源に国庫が充当される場合は、補助事業が事実上完了し、補助金の額が確定
し、かつ県が補助金を交付した時点をもって事業完了となります。例えば、事業期間を２月末
までとする等、確実に年度内に補助金を交付できるようスケジュール管理に特に気を付けてく
ださい。 

 

２ ． 必 要 と な る 書 類  

「地域未来創造総合補助金チェックリスト」によりチェックを行い、別紙様式３「実績確認
票」により事業実績の確認を行ってください。 

交付申請書（変更がある場合は、最新の変更承認申請書）の事業内容とよく見比べ、変更が
生じている場合は、その理由をよく確認し、本来の事業目的から逸脱していないか確認をして
ください。 

事業の実施状況や補助対象物件やサービス等の納入・完了実績が確認できるよう、実施前・
中・後の写真や図面等を整備し、実績報告に添付してください。補助金に係る帳簿類及び支出
証拠書類は、補助事業の完了した年度の翌年度から起算し、少なくとも５年間は整備・保管す
るよう指導してください。 
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書類審査だけでなく、必要に応じ現地確認を行なってください。特に,ハード整備事業の場合
は必ず現地確認を行ってください。 

額の確定を行ったときは相手方に通知しなければなりません。その期限は「実績報告書受理
後原則として 20 日以内」とされています（S33.11.15 付蔵計第 3182 号「補助事業等実績報告
書の提出期限等について」参照） 
 

【 証 拠 書 類 に つ い て 】  

 金額や内容により必要な書類が異なります。以下一覧やチェックリストを参考にして下さい。 

 
仕様書 
又は 

設計書 

見積書
① 

見積書 
② 

入札関係書
類 契約書 

納入等した
ことが 

わかる書類 
検査調書 

請求書 
又は 

領収書 

支払 
証拠 
書類 

財産 
管理 
台帳 

土木建築
部竣工審
査結果 

賃金 
報償費 
旅費 

積算書類 不要 
場合による 

写真等 不要 要 要 不要 不要 不要 

需用費 
(単価 10 万円未

満) 

場合に
よる 

要 10 万円以上要 
300 万円超

要 

100 万円超要 納品書 or 写
真等 

(印刷物は配布実績) 

100 万円
以上要 

要 要 不要 不要 
3 万円以下不要 100 万円以下

不要 
100 万円
未満:検査

員表示 

役務費 場合に
よる 

要 10 万円以上要 200 万円超
要 

100 万円超要 
写真等 不要 要 要 不要 不要 3 万円以下不要 100 万円以

下：不要 

委託料 要 要 10 万円以上要 200 万円超
要 

100 万円超要 
写真等 

100 万円
以上要 

要 要 不要 不要 100 万円以下
不要 

100 万円
未満:検査

員表示 

使賃料 場合に
よる 

要 10 万円以上要 150 万円超
要 

100 万円超要 
不要 不要 要 要 不要 不要 3 万円以下不要 100 万円以下

不要 

備品 
(単価 10 万円以

上) 

場合に
よる 要 要 300 万円超

要 

100 万円超要 
納品書 or 写

真等 

100 万円
以上要 

要 要 要 不要 100 万円以下
不要 

100 万円
未満:検査

員表示 

工事 
請負 要 要 10 万円以上要 400 万円超

要 

100 万円超要 
写真等 

100 万円
以上要 

要 要 要 

400 万円
超要 

※建築工事のみ 
※額の確定決裁

に添付 
100 万円以下

不要 
100 万円
未満:検査

員表示 
負担金 積算書類 不要 不要 写真等 不要 要 要 不要 不要 

【 見 積 書 及 び 請 求 書 等 に 記 載 す べ き 事 項 及 び 注 意 点 】  

見積書及び請求書等は以下事項をすべて満たしている必要があります。 
 □宛名が補助事業者名になっているか  
 □日付が交付決定日以後、実績報告日以前になっているか  
 □見積書に有効期限が記載されている場合、有効期限切れになっていないか  
 □請求書に支払期限が記載されている場合、支払期限を超過していないか  
 □商号が記載されているか  
 □代表者名が記載されているか  

 □会社所在地が記載されているか  
 □担当者氏名が記載されているか（代表者が担当者である場合も必要です） 
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□担当者連絡先が記載されているか（会社連絡先と同一である場合も必要です）   
 

【 会 計 証 拠 書 類 の 押 印 に つ い て 】 （ 再 掲 ）  

 交付申請〜決定【会計証拠書類の押印について】と同様です。 
 

【 支 払 完 了 を 確 認 で き る 証 拠 書 類 に つ い て 】  

 要綱上、領収書又は請求書の写しを提出すればよいことになっていますが、監査事務局の指
摘により、金融機関の通帳や振込手数料受取書等の客観的に支払いが確認できる証拠書類が必
要となっています。 
 

【 支 払 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 行 っ た 場 合 の 証 拠 書 類 に つ い て 】  

 補助事業者名義のクレジットカード（任意団体の場合は代表者名義）であれば、カードによ
る支払も可能です。その場合、支払証拠書類として以下事項を記載したカード利用明細及び通
帳又はネットバンキングの写しを添付してください。 
○クレジットカード利用明細 
 ・補助事業者名義のクレジットカードであることが確認できること 
 ・カード会社名を確認できること 
 ・クレジットの利用金額がクレジットカード会社からの利用明細の金額と一致していること 
 ・クレジットの利用日が確認できること 
 ・ご利用明細の支払合計額（引落金額）が確認できること 
 ・クレジットカード会社からの口座引落日が補助事業終了日以前であること（事業終了日後

の場合は補助対象外です） 
○通帳又はネットバンキングの写し 
 ・補助事業者の名義の口座であることが確認できること 
 ・クレジットカード会社に支払いをしたことが確認できること 
 ・引落金額がカード利用明細の支払合計額と同じであること 
 ・クレジットカード会社からの口座引落日が補助事業終了日以前であること（事業終了日後

の場合は補助対象外です） 
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【 納 入 し た こ と が わ か る 書 類 に つ い て 】  

 様式等は問いませんが、納品書や写真等、納入したことが客観的に書類で確認できるものを
添付してください。写真等の撮影編纂例は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

  

撮影編纂例 

灯油ストーブ全景 

灯油ストーブ近景 

ﾒｰｶｰ：DAINICHI 

成果物写真帳 

型番：FM-105F 

チラシ全景 

3,100 部納入 

成果物写真帳 

775 部×4 冊 

※あくまでも例です。納入したことが客観的に書類で確認できるものを添付するよう心がけてください 
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３ ． 個 別 事 項  

【 建 築 審 査 依 頼 に つ い て 】 （ 再 掲 ）  

採択申請〜決定 【建築審査依頼について】と同様です。「竣工審査」の結果をもって額の確
定を行ってください。 

【 チ ラ シ 等 の 印 刷 物 を 作 成 す る 場 合 に つ い て 】 （ 再 掲 ）  

交付申請〜決定【チラシ等の印刷物を作成する場合について】と同様です。印刷物の配布実
績（配布先、配布数量等）を提出させてください。 

【 備 品 に つ い て 】 （ 再 掲 ）  

 交付申請〜決定【備品について】と同様です。相見積書（入札案件の場合は入札関係書
類）、振込明細書、財産管理台は提出必須です。  
 

【 特 定 地 域 づ く り 事 業 協 同 組 合 制 度 に か か る 取 組 に つ い て 】  

 要綱別表１に定める地域創生枠における特認事業 (3)補助対象事業(6) その他、特に住民福
祉の向上や地域活性化につながると振興局長が認める取組のうち、特定地域づくり事業協同組
合制度にかかる取組(国交付金が活用可能であり市町村が助成しているもの)であって、国交付
金の交付対象となっているものについては、収支清算書(第３号様式の１又は第３号様式の２)
の詳細を記載した資料として、「特定地域づくり事業推進交付金交付要綱」で定める様式第７
号別紙１及び別紙２を添付してください。会計証拠書類は不要です。 
 

⑦支 払い  

総合補助金は、精算払いだけでなく、概算払いによる支払いも認めています。 
 いずれの場合も、請求書を提出してもらい、支払いを行いますが、概算払いの場合で、額の
確定後、確定額を超える支払いを行っている場合は、事業者に超過分の額に係る返納通知書を
交付し、返納期限内に返納させてください。 
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⑧支 払後の諸 手続  

１ ． 財 産 の 処 分 に つ い て  

補助対象物件は、県（振興局長）の承認を受けずに処分（売却、譲渡、交換、貸付、担保設
定、改造等）することはできません。処分が必要な場合には、必ず処分を行う前に、振興局と
その必要性や対応方法等に係る協議を行い、「地域未来創造総合補助金等に係る財産処分基
準」に基づいて処理を行ってください。場合によっては、補助金の全部又は一部を県に納付す
る必要があります。 
 

２ ． 個 別 事 項  

【 フ ォ ロ ー ア ッ プ に つ い て 】  

事業完了後、ハード整備事業については、事業計画に定めた目標が達成しているかフォロー
アップを行います。事業の進捗状況は事業規模や事業内容等によって様々であることため、個
別具体的な事項については振興局が適宜判断してください。なお、ハード整備事業とは補助対
象経費に「備品購入費」又は「工事請負費」を含む事業のことを言います。 

振興局は、ハード整備事業補助対象者から提出のあった実績報告書等に基づき、事業終了後
の事業効果や活動状況等をフォローアップ現場訪問記録票（別紙様式４）により確認してくだ
さい。なお、フォローアップの実施時期や期間は、事業規模により下記を基本としますが、補
助事業の内容やフォローアップの結果等により、振興局が適宜判断してください。 

（１）補助対象経費のうち備品購入費及び工事請負費にかかる補助金額の合計額が 1,000 万
円未満の事業 

   補助事業の完了もしくは補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の１０月
を目処に実施 

（２）補助対象経費のうち備品購入費及び工事請負費にかかる補助金額の合計額が 1,000 万
円以上の事業 

   補助事業の完了もしくは補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度から５年
間、毎年１０月を目処に実施 

現状確認については、補助事業者からの聞き取りや外観調査にとどまらず、補助事業者の同
意の上で売上台帳や従業員台帳等の帳簿類からも経営状況などを確認する必要があります。そ
のため、振興局はフォローアップに関与することについて補助事業者の理解を求めるととも
に、常時連絡を密に取り、帳簿類の開示の協力が得られるよう努めてください。 

フォローアップを実施した月の翌月末までに、フォローアップ現場訪問記録票等により、お
おいた創生推進課へ報告してください。 
なお、補助事業完了の翌年度から 5 年未満で事業を中止・廃止する場合は、補助金を原則全額
返還する必要がありますので適切にフォローアップを行ってください。 
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「地域未来創造枠」においてはソフト事業・ハード整備事業に関わらず、補助事業の完了も
しくは補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度から５年間フォローアップを行って
ください。 
 

【 消 費 税 等 仕 入 控 除 に つ い て 】  
補助対象経費に消費税相当額を含んで補助金を交付した場合で、消費税等仕入控除税額が確

定した時は、交付要綱の規定により、補助金を交付した者から消費税等仕入控除税額確定報告
書の提出をしてもらう必要があります（要綱第４条第１項１０号）。 
 県から働きかけないと提出がされないことも考えられるので、対象となり得る事業者には、
台帳等でその経過が確認できるようにしてください。 
 

【 監 査 ・ 会 計 検 査 に つ い て 】  
場合により、大分県監査委員事務局による監査が行われます。また、補総合補助金の財源に

国庫が充当される場合、会計検査院による会計検査が行われることもあります。補助事業内容
の適正さや根拠書類が揃っているか等について確実にチェックしてください。 
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⑨そ の他  

１ ． 建 築 審 査 依 頼 の 手 続 き に つ い て  

工事請負費４００万以上の建築工事を対象として、建築物等の工事に係る設計や積算が適切
かどうか、竣工した建物が適切に施工されているかの判断を土木建築部に依頼する補助事業審
査という制度があり、総合補助金では本依頼を必須としています。 

 設計審査依頼及び竣工審査依頼それぞれのフロー図は以下の通りです。詳細は毎年度当初お
おいた創生推進課を通して施設整備課より発出される照会文を参照してください。 

 設計審査の結果を基に交付決定を行い、竣工審査の結果を基に額の確定を行います。 
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【 空 き 家 ビ ジ ネ ス 枠 に お け る 審 査 依 頼 に つ い て 】  

本支援枠においても要件に該当する場合は審査依頼が必要となりますが、小規模工事が想定
される本支援枠において、専門家の作製する図面等を補助事業者から徴することは同事業者へ
の過度な負担となります。 

そのため本支援枠においては、資材ごとの仕様、数量及び価格を詳細に記載した見積書及び
その内容を落とし込んだ見取り図等により建築審査依頼を行い、その審査結果をもって交付決
定を行うこととしています。 

  

見積日 令和○年○月○日

（内　消費税額　　　　　　円）

項 工事内容 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

浴室シャワールーム化工事

シャワーユニット 型番○○○○　材工共 2 セット ###,###
給水管配管工事 Φ○○mm　材工共 ○ ｍ ###,###
給湯管配管工事 Φ○○mm　材工共 ○ ｍ ###,###
排水管配管工事 Φ○○mm　材工共 ○ ｍ ###,###
電気工事 ｍ ###,###
解体工事 木材・タイル・土間コンクリート・既存器具撤去含む 1 式 ###,###
産廃処理 木材・タイル・土間コンクリート・既存器具 1 式 ###,###

ウッドデッキ・両開き窓設置工事
両開き窓 型番○○○○ ○ セット ###,###
角材 ○○材　○✕○✕○ ○ 本 ###,###
解体工事 既存窓撤去 1 式 ###,###
産廃処理 既存窓 1 式 ###,###

フローリング張替工事
フローリング ○○材　○✕○✕○ ○ ㎡ ###,###
解体工事 既存畳撤去 1 式 ###,###
産廃処理 既存畳 1 式 ###,###

壁クロス張替工事
壁クロス ○○材　○✕○✕○ ○ ㎡ ###,###
解体工事 既存クロス撤去 1 式 ###,###
産廃処理 既存クロス 1 式 ###,###

諸経費 ###,###

合計 ###,###

有効期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合計金額　　　　　　　　　　　　円

御　見　積　書

下記の通りお見積り申し上げます。

取引方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○○　殿

受渡場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受渡期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型番や材質・寸法を詳細に

表記してください。
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２ ． 繰 越 に つ い て  

 総合補助金は年度内の事業完了を原則としていますが、自然的、社会的諸条件（例えば、気
象の関係、用地の関係、資材の入手難、相手方の請求関係など）等の外部的要因や計画又は設
計に関する諸条件により、補助事業が年度内に完了しない見込みのある場合に限り繰越を可能
としています。手続きフロー図は以下の通りです。詳細は「地域未来創造総合補助金繰越取扱
要領」を参照してください。 
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⑩総 合補助金 における各 種ルール ブック  

本補助金における各種ルールブックをまとめました。参考にしてください。 

１ ． 要 綱 ・ 要 領  

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 交 付 要 綱 】  

 交付申請から額の確定の手続きといった、補助金の交付にかかる要綱を定めたものです。 

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 実 施 要 領 】  

 交付申請から額の確定の手続き以外の各種手続き等の要領を定めたものです。 

 

２ ． Ｑ ＆ Ａ  

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 Ｑ ＆ Ａ 】  

 補助金を執行する上での質疑応答をまとめたものです。 

 

３ ． 補 助 事 業 者 の 確 認 書 面  

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 重 要 事 項 確 認 書 】  

 本補助金を活用するにあたっての留意事項等をまとめたものです。本確認書により補助事業
者へ説明を行います。 

 

４ ． 各 種 取 扱 要 領 等  

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 等 に 係 る 財 産 処 分 承 認 基 準 】  

 財産処分承認を行う場合の取扱を定めたものです。 

【 随 意 契 約 取 扱 通 知 】  

 補助事業者が随意契約を行う場合の取扱を定めたものです。 

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 「 起 業 化 支 援 サ ポ ー ト チ ー ム 」 取 扱 要 領 】  

 起業化支援サポートチームを活用する場合の取扱を定めたものです。 

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 繰 越 取 扱 要 領 】  

 やむを得ず繰越を行う場合の取扱を定めたものです。 

【 地 域 未 来 創 造 総 合 補 助 金 入 札 事 務 の 手 引 き 】  

 入札を行う場合の取扱を定めたものです。 

 

５ ． そ の 他 参 考 規 則 、 書 類 等  
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【 大 分 県 補 助 金 等 交 付 規 則 】  

 県単補助金の根拠規則です。 

【 大 分 県 契 約 事 務 規 則 】  

 県契約関係の根拠規則です。 

【 会 計 事 務 テ ー マ 別 研 修  補 助 金 】  

 審査指導室が定めている補助金執行にあたってのテキスト本です。 
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別紙様式１ 

令和  年度「地域未来創造総合補助金」採択検討票 

（１）概要 

【事 業 名】 

【支援の種類】 ○○枠 

【対象団体名】 

【対 象 地 域】 

【収入】                   （千円） 

・県補助金                           

・市一般財源  

・自己資金 

借入金 

収入計 

【支出】                       (千円) 

【補助額算定】 

  

 

事業費       × ○／○（補助率） ≧       千円 

（２）総合評価 

評   価   の   項   目 評     価 

①実施主体は妥当か。 

・これまでの活動年数は 

・これまでの活動内容はどうか。 

・事業者が補助事業者として適切か（担当者から

の質問に真摯に回答しているか、必要な書類を

迅速に提出しているか等、補助事業者として適

切な資質を有していると判断できるか） 

・事業運営の根本となる知識経験、技術やノウハ

ウ、ネットワークがあるか？ 

・事業実施にあたって必要な連携体制の構築や、

ステークホルダーへの十分な説明ができている

か（自治会や近隣の事業者への説明や、商工会

との連携など） 

 

②事業内容は妥当か。 

・事業者が行おうとしている事業が法律や条令等

に違反していないか（建築基準法、旅館業法、

農地法、食品衛生法等について所管している役

所等に確認しているか） 

・具体的な目標設定はあるか 

イベントの場合：集客人数、販売目標、 

                  アンケート調査実施の有無、 

その他数値目標 

研修会の場合：目的に対して効果的な開催日

時、回数、参加者となっている

か。 

                  開催日時、開催回数、参加者

の募集条件等 

機器等の整備の場合：使用頻度はどうか。 

・民業を圧迫していないか（近隣に同様の事業が

無いか） 
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・国や県の所管する他の補助事業の対象となる事

業ではないか 

③収支予算上は妥当か。 

 ・事業効果から考えて補助金額が適当か 

  ・過大な積算となっていないか 

 ・市町村の財政支援的事業となってないか 

 

④必要性 

・以下のような理由により、行政が補助という形

で支援する必要があるか 

例・公益性がある事業（事業が地域の課題の解

決になる等） 

 ・地域への経済的な波及効果がある（雇用や

地元産品の消費が発生し、補助額を上回る

経済効果がある等） 

 ・県の新長期総合計画や振興局の重点事業等

県や振興局が進める政策に合致している 

 

⑤複数年支援の必要性はあるか。 

・複数年支援を行うことにより、地域活力づくり

活動と 

して定着し、地域への波及効果が見込まれるか 

 

⑥（補助事業完了後も取組が継続される場合） 

・事業内容が適切に計画されており、事業が継続

する見込みがあるか（事業の仕組みに問題がな

く、少なくとも５年以上事業が継続する見込み

があるか、想定どおりの利用者が見込めるか） 

 

【事業採択方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、○○枠で採択したい。 

 

県費補助額          千円 

 

年次 採択額 

1 年目（  年度） 

2 年目（  年度） 

3 年目（  年度） 

千円 

   千円 

    千円 
 

複数年支援の可否 １．可       ２．不可 
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別紙様式２ 

随意契約同意理由書 

事業名  

支援の種類  

補助事業者  

事業目的  

事業費  円 補助金見込額  円 

随意契約理

由 

 

地方自治法

施行令第 167

条の２第 1

項 

□1 号「契約事務規則第 33 条第 号」該当 

33 条□1 号工事・製造 400 万円以下 □ 2 号財産買入 300 万円以下  

□ 3 号賃料     150 万円以下 □ 6 号その他  200 万円以下  

□2 号 その他性質または目的が競争入札に適さないもの 

□3 号 障害者支援施設等との契約   

□4 号 新規事業分野の開拓事業者との契約  

□5 号 緊急の必要により競争入札に付することができない時  

□6 号 競争入札に付することが不利と認められるとき 

□7 号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することが出来る見込 

みのあるとい 

（上記で、２、５〜７号を選択した場合に記載） 

      

○ 随意契約ガイドラインの該当項目を記載 

 

○ １者随意契約の相手方及び理由（詳細に）  

1 相手方  

 

 

2 理由 

 

 

同意理由 補助事業者からの申し出に対し、同意する理由を記載する。 

（箇条書き） 
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別紙様式３ 

令和  年度「地域未来創造総合補助金」実績確認票 

（１）概要 

【事 業 名】 

【支援の種類】○○枠 

【対象団体名】 

【対 象 地 域】 

【事業内容】 

 

 

【収入】                   （千円） 

・県補助金                           

・市一般財源  

・自己資金 

借入金 

収入計 

【支出】                       (千円) 

【補助額算定】 

  

 

事業費       × ○／○（補助率） ≧       千円 

 

（２）総合評価   

【事業内容について】 

□  事業実施によりどのような成果があったか。 

        イベントの場合：集客人数        人（目標       人） 

            販売金額        円（目標       円） 

                        アンケート調査結果 

                        その他の数値実績： 

        研修会の場合：開催日時：               回数： 

            参加者の状況： 

        機器等の整備の場合：計画どおりの物が購入されているか。 

 

（３）複数年支援の検証 

翌年度以降の支援の可否 １．可    ２．事業計画変更により可    ３．不可 

①支援の可否等の理由 

 

 

②変更可の場合の具体的な変更内容 

 


